
道路運送車両の保安基準【2003.07.07】第26条（非常口） 

 1 / 1 

 

（非常口） 

第26条 幼児専用車及び乗車定員30人以上の自動車（緊急自動車を除く。）には、非常時

に容易に脱出できるものとして、設置位置、大きさ等に関し告示で定める基準に適合す

る非常口を設けなければならない。ただし、すべての座席が乗降口から直接着席できる

自動車にあつては、この限りでない。 

２ 非常口を設けた自動車には、非常口又はその附近に、見やすいように、非常口の位置

及びとびらの開放の方法が表示されていなければならない。この場合において、灯火に

より非常口の位置を表示するときは、その灯光の色は、緑色でなければならない。 

３ 非常口を設けた自動車には、非常口のとびらが開放した場合にその旨を運転者に警報

する装置を備えなければならない。 


